
EUのサステナビリティ開示・保証の規制動向
（2024年12月）
EFRAGがESRSの導入ガイダンスの附則を公表

2024年12月28日

EFRAGは、EFRAG IG 3号「ESRSデータポイント」の附則（addendum）を公表しました。これは、欧州サステナビリティ報告基

準（ESRS）に関するEFRAGの権威を持たない導入ガイダンスの一部です。

EFRAG IG 3号は2024年5月にExcel形式で公表され、ESRSの完全な1stセットのすべての要求事項が含まれています。このファ

イルには、要求事項の種類（例えば、定量的または定性的）や、経過措置の対象であるかどうかなどの追加情報が含まれ

ています。

この附則は、ステークホルダーからの提案に基づき、限定的な明確化と訂正を提供しています。

EFRAGは、最初のESRS報告サイクル後の2025年春に、報告期間中に提起される可能性のある追加のQ&Aから生じる明確

化を含め、明確化と訂正を反映した最新版のEFRAGIG 3号を公表する予定です。

詳細は、 EFRAGウェブサイト上のプレスリリースをご覧ください。

◼ プレスリリース

原文（英語）：EFRAG publishes addendum to implementation guidance for ESRSs
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。

関連記事（日本語）：

◼ 欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)の最終化｜会計監査｜デロイトトーマツグループ｜Deloitte
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて
います。

https://www.iasplus.com/en/news/2024/06/efrag-ig
https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/efrag-publishes-technical-addendum-to-esrs-ig-3
https://www.iasplus.com/en/news/2024/12/efrag-ig-3-addendum
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20230922.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください

http://www.bsigroup.com/clientDirectory
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